別記様式第1号(第4条関係)

表
	　
	彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例第12条第2項の規定による身分証明書
	　

	職名および氏名　　　　　　　　　　　

年　　月　　日　生　
年　　月　　日発行　

彦根市長　　　　　　　　　　印


裏
	彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例抜粋


　第12条　市長は、この条例の目的を達成するため必要と認めるときは、指定する職員に、ごみが散乱している土地や飼い犬のふん等が放置されている土地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
　2　前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。



